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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　航空機から捜索救助システムへ警報を伝達する方法であって、
　通信衛星を経由して前記航空機上の追跡デバイスから航空機追跡システムの受信機によ
って、前記航空機を特定する識別情報及び前記航空機の位置を特定する位置情報を含む警
報を受信すること、
　前記警報を受信したことに応じて、遭難無線ビーコンによって生成される信号の形式で
、識別情報及び位置情報を含むエミュレートされた遭難無線ビーコン信号を、前記航空機
追跡システムのフォーマッタによって、生成すること、
　前記エミュレートされた遭難無線ビーコン信号を、前記捜索救助システムによって受信
及び処理されるように構成されたエミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信として
、前記航空機以外の場所から前記航空機追跡システムの送信機によって送信すること、並
びに
　前記エミュレートされた遭難無線ビーコン信号を送信する前に、前記航空機を特定する
見掛けの遭難無線ビーコンからの発信が前記エミュレートされた遭難無線ビーコンからの
発信であることを示す登録情報を、前記航空機追跡システムによって前記捜索救助システ
ムへ送信すること
を含む、方法。
【請求項２】
　前記エミュレートされた遭難無線ビーコン信号を生成することが、緊急位置発信器によ
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って生成される信号の形式で、エミュレートされた緊急位置発信器信号を生成することを
含み、
　前記エミュレートされた遭難無線ビーコン信号を送信することが、前記エミュレートさ
れた緊急位置発信器信号を、前記捜索救助システムによって受信及び処理されるように構
成されたエミュレートされた緊急位置発信器からの発信として、前記航空機以外の前記場
所から送信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記エミュレートされた緊急位置発信器信号を送信することが、緊急位置発信器からの
発信をエミュレートするために、前記エミュレートされた緊急位置発信器信号を４０６Ｍ
Ｈｚで送信することを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記登録情報が、前記エミュレートされた遭難無線ビーコン信号を送信するための前記
送信機の場所であって、前記航空機以外の前記場所を特定する送信機情報を含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　前記航空機からの前記警報を前記航空機追跡システムの評価器によって評価して、前記
警報が、前記航空機が遭難したことを示す遭難警報であるか否かを決定すること、及び
　前記警報が前記遭難警報であるとの決定に応じて、前記エミュレートされた遭難無線ビ
ーコン信号を生成及び送信することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記警報が、低地球軌道にある前記通信衛星を経由して前記航空機から受信される、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記警報が、イリジウム通信衛星を経由して前記航空機から受信される、請求項６に記
載の方法。
【請求項８】
　前記警報が、前記航空機に搭載された前記追跡デバイスによって生成され、前記追跡デ
バイスが、
　衛星航法システムから受信したナビゲーション信号を使用して、前記航空機の前記位置
を特定するように構成された衛星航法システム受信機、
　衛星通信送受信機、
　前記衛星航法システム受信機及び前記衛星通信送受信機のための幾つかのアンテナ、
　前記航空機が遭難した時を特定するように構成された遭難識別器、
　前記衛星航法システム受信機によって特定された前記航空機の前記位置を特定する前記
位置情報を生成し、前記警報を生成し、前記航空機が遭難したという前記遭難識別器によ
る決定に応じて、前記衛星通信送受信機を使用して前記通信衛星を経由して前記警報を送
信するように構成されたプロセッサ、並びに
　前記航空機の外側において前記航空機に取り付けられ、前記衛星航法システム受信機、
前記衛星通信送受信機、前記幾つかのアンテナ、前記遭難識別器、及び前記プロセッサを
含む、ハウジングを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　通信衛星を経由して航空機から、前記航空機を特定する識別情報及び前記航空機の位置
を特定する位置情報を含む警報を受信するように構成された受信機、
　遭難無線ビーコンによって生成される信号の形式で、識別情報及び位置情報を含む、エ
ミュレートされた遭難無線ビーコン信号を生成するように構成された、フォーマッタ、並
びに
　前記エミュレートされた遭難無線ビーコン信号を、捜索救助システムによって受信及び
処理されるように構成されたエミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信として、前
記航空機以外の場所から送信するように構成された、送信機を備える装置であって、
　前記装置が更に、前記エミュレートされた遭難無線ビーコン信号が送信される前に、前
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記航空機を特定する見掛けの遭難無線ビーコンからの発信が前記エミュレートされた遭難
無線ビーコンからの発信であることを示す登録情報を、前記捜索救助システムへ送信する
ように構成されている、装置。
【請求項１０】
　前記フォーマッタが、緊急位置発信器によって生成される信号の形式で、エミュレート
された緊急位置発信器信号として、前記エミュレートされた遭難無線ビーコン信号を生成
するように構成され、
　前記送信機が、前記エミュレートされた緊急位置発信器信号を、前記捜索救助システム
によって受信及び処理されるように構成されたエミュレートされた緊急位置発信器からの
発信として、前記航空機以外の前記場所から送信するように構成される、請求項９に記載
の装置。
【請求項１１】
　前記送信機が、緊急位置発信器からの発信をエミュレートするために、前記エミュレー
トされた緊急位置発信器信号を４０６ＭＨｚで送信するように構成される、請求項１０に
記載の装置。
【請求項１２】
　前記警報が、前記航空機が遭難したか否かを示す遭難情報を含む、請求項９に記載の装
置。
【請求項１３】
　前記航空機からの前記警報内の前記遭難情報を評価して、前記警報が、前記航空機が遭
難したことを示す遭難警報であるか否かを決定するように構成された評価器を更に備え、
　前記フォーマッタが、前記警報が前記遭難警報であるとの決定に応じて、前記エミュレ
ートされた遭難無線ビーコン信号を生成するように構成される、請求項１２に記載の装置
。
【請求項１４】
　通信衛星を経由して航空機から、前記航空機を特定する識別情報及び前記航空機の位置
を特定する位置情報を含む警報を送信するように構成された、前記航空機に搭載された追
跡デバイス、
　前記航空機から前記警報を受信し、遭難無線ビーコンによって生成される信号の形式で
、識別情報及び位置情報を含むエミュレートされた遭難無線ビーコン信号を生成し、前記
エミュレートされた遭難無線ビーコン信号を、エミュレートされた遭難無線ビーコンから
の発信として、前記航空機以外の場所から送信するように構成された、航空機追跡システ
ム、並びに
　前記エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信を、捜索救助システム衛星を経由
して、見掛けの遭難無線ビーコンからの発信として受信し、前記エミュレートされた遭難
無線ビーコン信号を受信する前に、前記航空機を特定する見掛けの遭難無線ビーコンから
の発信が前記エミュレートされた遭難無線ビーコン信号であることを示す登録情報を受信
し、前記識別情報及び前記位置情報を使用して、捜索救助活動を行うように構成された、
捜索救助システムを備える、システム。
【請求項１５】
　前記航空機に搭載された前記追跡デバイスが、
　衛星航法システムから受信したナビゲーション信号を使用して、前記航空機の前記位置
を特定するように構成された衛星航法システム受信機、
　衛星通信送受信機、
　前記衛星航法システム受信機及び前記衛星通信送受信機のための幾つかのアンテナ、
　前記航空機が遭難した時を特定するように構成された遭難識別器、
　前記衛星航法システム受信機によって特定された前記航空機の前記位置を特定する前記
位置情報を生成し、前記警報を生成し、前記航空機が遭難したという前記遭難識別器によ
る決定に応じて、前記衛星通信送受信機を使用して前記通信衛星を経由して前記警報を送
信するように構成されたプロセッサ、並びに
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　前記航空機の外側において前記航空機に取り付けられ、前記衛星航法システム受信機、
前記衛星通信送受信機、前記幾つかのアンテナ、前記遭難識別器、及び前記プロセッサを
含む、ハウジングを備える、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記航空機追跡システムが、
　低地球軌道にある前記通信衛星を経由して前記航空機から前記警報を受信するように構
成された受信機、
　前記エミュレートされた遭難無線ビーコン信号を、緊急位置発信器によって生成される
信号の標準的な形式で、エミュレートされた緊急位置発信器信号として生成するように構
成された、フォーマッタ、及び
　前記エミュレートされた遭難無線ビーコン信号を、エミュレートされた緊急位置発信器
からの発信として送信するように構成された、送信機を備える、請求項１４に記載のシス
テム。
【請求項１７】
　前記捜索救助システムが、ＣＯＳＰＡＳ‐ＳＡＲＳＡＴ捜索救助システムを備える、請
求項１４に記載のシステム。
【請求項１８】
　航空機からの警報を使用して捜索救助活動を実行する方法であって、
　捜索救助システムによって、前記航空機を特定する識別情報及び前記航空機の位置を特
定する位置情報を含む見掛けの遭難無線ビーコンからの発信を受信すること、
　前記捜索救助システムによって前記識別情報を使用して、前記見掛けの遭難無線ビーコ
ンからの発信が、航空機に配置された遭難無線ビーコンではない送信機から送信されたエ
ミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信であるか否かを示す、前記航空機のための
登録情報を特定すること、及び
　前記捜索救助システムによって前記位置情報及び前記登録情報を使用して、前記見掛け
の遭難無線ビーコンからの発信が、航空機に配置された遭難無線ビーコンではない送信機
から送信されたエミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信であるとの決定に応じて
、捜索救助活動を実行することを含む、方法。
【請求項１９】
　前記見掛けの遭難無線ビーコンからの発信を受信することが、捜索救助システム衛星を
介して前記見掛けの遭難無線ビーコンからの発信を受信することを含み、
　前記登録情報が、前記送信機の位置を特定する送信機情報を含み、前記方法は更に、
　　前記捜索救助システム衛星のための軌道情報、及び前記見掛けの遭難無線ビーコンか
らの発信に関する信号ドップラー測定を使用して、前記送信機の計算された位置を決定す
ること、及び
　　前記登録情報内で特定された前記送信機の位置を前記計算された位置と比較して、前
記見掛けの遭難無線ビーコンからの発信が有効か否かを決定することを含む、請求項１８
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、広くは、遭難した航空機を特定し、探し出し、且つ、遭難した航空機に対応
することに関する。特に、本開示は、航空機からの警報を、遭難した航空機に対応するた
めの捜索救助システムに伝達するための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの航空機は、遭難無線ビーコンを搭載する。遭難無線ビーコンは、非常用ビーコン
として又は他の名前によって知られているだろう。例えば、非限定的に、多くの民間旅客
機及び他の航空機は、緊急位置発信器、すなわちＥＬＴ（ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｌｏｃａ
ｔｏｒ　ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｒ）として知られる遭難無線ビーコンを搭載し得る。
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【０００３】
　航空機に搭載されている緊急位置発信器は、墜落後の航空機を探し出すことにおいて助
けとなるように企図されている。航空機に搭載されている緊急位置発信器は、手動で又は
自動で起動され、航空機が遭難したときに遭難信号を送信し得る。例えば、非限定的に、
緊急位置発信器は、浸水の際に又は航空機が遭難したことを示す別の状態が検出されたと
きに、起動されて自動的に遭難信号を送信し得る。
【０００４】
　捜索救助システムは、航空機に搭載された緊急位置発信器又は他の遭難無線ビーコンに
よって生成された遭難信号を検出し、適切なやり方で対応し得る。例えば、ＣＯＳＰＡＳ
‐ＳＡＲＳＡＴ（ロシアの捜索救助用通信衛星‐捜索救助衛星追跡援助システム）は、遭
難した航空機、船舶、又は人間を探し出し且つそれらに対応するための国際人道捜索救助
システムである。ＣＯＳＰＡＳ‐ＳＡＲＳＡＴシステムは、衛星と、地上基地局と、ミッ
ション管制センターと、救助調整センターとのネットワークを含む。
【０００５】
　ＣＯＳＰＡＳ‐ＳＡＲＳＡＴは、衛星を使用して、航空機に搭載された緊急位置発信器
からの遭難信号の送信を検出する。航空機に搭載された緊急位置発信器からの信号は、Ｃ
ＯＳＰＡＳ‐ＳＡＲＳＡＴシステム内の衛星によって受信され、最も近い使用可能な地上
基地局へと中継され伝達される。ローカルユーザ端末と呼ばれる地上基地局は、信号を処
理し、そこから信号が発信されたところの位置を決定する。緊急位置発信器からの送信の
位置を決定するための第１の手段は、衛星軌道情報及び信号ドップラー測定を使用するこ
とである。ある場合では、緊急位置発信器が、緊急位置発信器の中へ統合された衛星航法
システム受信機又は緊急位置発信器の部分ではない衛星航法システム受信機のいずれかを
使用して、その位置を決定するように構成され得る。
【０００６】
　緊急位置発信器の位置を特定する情報は、地上基地局からミッション管制センターへ送
信され、緊急位置発信器に関連付けられた識別データ及び他の情報と組み合わされ得る。
その後、ミッション管制センターは、検出された緊急位置発信器からの送信の決定された
地理的な位置及び他の使用可能な情報に基づいて、警報メッセージを適切な救助調整セン
ターへ送信する。
【０００７】
　現在の緊急位置発信器は、幾つかの制限を有し得る。例えば、現在の緊急位置発信器に
よって提供される位置情報は、十分な精度を有しておらず、又は遭難した航空機を効果的
に探し出すのに十分に信頼できるやり方で提供されていない場合がある。現在公認の緊急
位置発信器の多くは、位置情報を直接的に提供しない。緊急位置発信器の位置は、無線周
波数方向探知又は衛星中継を介したマルチラテレーション（ｍｕｌｔｉｌａｔｅｒａｔｉ
ｏｎ）によって決定される。このプロセスは、望ましくない長い時間を必要とし、且つ、
十分に信頼できるものではない場合がある。
【０００８】
　現在の緊急位置発信器の重要度は、比較的大きくなり得る。現在の緊急位置発信器の保
守条件の重要度も、比較的大きく成り得る。例えば、今日の航空機に合致するほとんどの
緊急位置発信器は、比較的重い非充電型バッテリによって電力供給され、且つ、信頼でき
る動作を保証し任意の望ましくない状態が生じることを妨げるために適切に整備されなけ
ればならない。現在の緊急位置発信器との望ましくない干渉を低減させ又は除去すること
も、比較的困難であり得る。
【０００９】
　したがって、上述の問題のうちの１以上と、起こり得る他の問題とを考慮する方法及び
装置を有することが有利であろう。
【発明の概要】
【００１０】
　本開示の例示的な実施形態は、航空機から捜索救助システムへ警報を伝達する方法を提
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供する。航空機からの警報は、通信衛星を経由して受信される。警報は、航空機を特定す
る識別情報及び航空機の位置を特定する位置情報を含む。警報を受信したことに応じて、
エミュレートされた（ｅｍｕｌａｔｅｄ）遭難無線ビーコン信号が生成される。エミュレ
ートされた遭難無線ビーコン信号は、遭難無線ビーコンによって生成される信号の標準的
な形式で生成されている識別情報及び位置情報を含む。エミュレートされた遭難無線ビー
コン信号は、捜索救助システムによって受信及び処理されるように構成された、エミュレ
ートされた遭難無線ビーコンからの発信として、航空機以外の場所から送信される。
【００１１】
　本開示の例示的な実施形態は、受信機、フォーマッタ、及び送信機を備えた装置も提供
する。受信機は、通信衛星を経由して航空機から警報を受信するように構成される。警報
は、航空機を特定する識別情報及び航空機の位置を特定する位置情報を含む。フォーマッ
タは、遭難無線ビーコンによって生成される信号の標準的な形式で生成されている識別情
報及び位置情報を含む、エミュレートされた遭難無線ビーコン信号を生成するように構成
される。送信機は、捜索救助システムによって受信及び処理されるように構成された、エ
ミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信として、エミュレートされた遭難無線ビー
コン信号を、航空機以外の場所から送信するように構成される。
【００１２】
　例示的な実施形態は、航空機に搭載された追跡デバイス、航空機追跡システム、及び捜
索救助システムも提供する。追跡デバイスは、通信衛星を経由して航空機から警報を送信
するように構成され、警報は、航空機を特定する識別情報及び航空機の位置を特定する位
置情報を含む。航空機追跡システムは、航空機から警報を受信し、遭難無線ビーコンによ
って生成される信号の標準的な形式で生成されている識別情報及び位置情報を含む、エミ
ュレートされた遭難無線ビーコン信号を生成し、エミュレートされた遭難無線ビーコン信
号を、エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信として、航空機以外の場所から送
信するように構成される。捜索救助システムは、捜索救助システム衛星を経由して、標準
的な遭難無線ビーコンからの発信として、エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発
信を受信し、識別情報及び位置情報を使用して捜索救助活動を行うように構成される。
【００１３】
　本開示の例示的な実施形態は、航空機からの警報を使用して捜索救助活動を実行する方
法も提供する。航空機を特定する識別情報及び航空機の位置を特定する位置情報を含む見
掛けの（ａｐｐａｒｅｎｔ）遭難無線ビーコンからの発信が受信される。識別情報が使用
されて、見掛けの遭難無線ビーコンからの発信が、航空機に配置された遭難無線ビーコン
ではない送信機から送信されたエミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信であるか
否かを示す、航空機のための登録情報を特定する。識別情報及び位置情報が使用されて、
見掛けの遭難無線ビーコンからの発信が、航空機に配置された遭難無線ビーコンではない
送信機から送信されたエミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信であるという決定
に応じて、捜索救助活動を実行する。
【００１４】
　特徴、機能、及び利点は、本開示の様々な実施形態において独立して取得されることが
でき、又は更なる詳細が以下の説明及び図面に関して見られることができる、更に他の実
施形態の中において組み合わされることが可能である。
【００１５】
　例示的な実施形態の特徴と考えられる新規の特徴は、添付の特許請求の範囲内で説明さ
れる。しかし、例示的な実施形態と、好ましい使用モード、更なる目的、及びその特徴は
、添付図面を参照して本開示の例示的な実施形態の後述の詳細な説明を読むことにより最
もよく理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】例示的な一実施形態による、航空機動作環境の図である。
【図２】例示的な一実施形態による、航空機動作環境のブロック図である。
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【図３】例示的な一実施形態による、航空機追跡システムのブロック図である。
【図４】例示的な一実施形態による、捜索救助システムのブロック図である。
【図５】例示的な一実施形態による、追跡デバイスのブロック図である。
【図６】例示的な一実施形態による、航空機からの警報を使用して捜索救助活動を実行す
るプロセスのフローチャートである。
【図７】例示的な一実施形態による、航空機から捜索救助システムへ警報を伝達するため
のプロセスのフローチャートである。
【図８】例示的な一実施形態による、航空機からの警報を使用して捜索救助活動を実行す
るためのプロセスのフローチャートである。
【図９】例示的な一実施形態による、データ処理システムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　種々の例示的な実施形態は、幾つかの異なる検討事項を認識し、考慮している。アイテ
ムを参照する際に本明細書で使用されている「幾つかの」とは、１以上のアイテムを意味
する。例えば、「幾つかの異なる検討事項」とは、１以上の異なる検討事項を意味する。
【００１８】
　種々の例示的な実施形態は、緊急位置発信器の制限の多くが、航空機に搭載された緊急
位置発信器をイリジウムベースの（Ｉｒｉｄｉｕｍ　ｂａｓｅｄ）追跡システムで置き替
えることによって克服され得ることを認識し、考慮している。しかし、種々の例示的な実
施形態は、現在のＣＯＳＰＡＳ‐ＳＡＲＳＡＴ捜索救助システムが、そのような追跡シス
テムから警報を受信するように構成されていないことも認識している。
【００１９】
　例示的な実施形態は、航空機に搭載された追跡デバイスから警報及び位置情報を受信し
、現在のＣＯＳＰＡＳ‐ＳＡＲＳＡＴシステムに対して適切な形式で生成されている警報
を再送信するためのシステム及び方法を提供する。例示的な一実施形態によれば、航空機
に搭載された追跡デバイスから受信した警報は、緊急位置発信器からの発信をエミュレー
トする送信機を使用して送信され得る、エミュレートされた緊急位置発信器信号へと変換
され得る。
【００２０】
　図１を参照すると、例示的な一実施形態による、航空機動作環境の図が描かれている。
航空機動作環境１００は、航空機１０２が任意の適切なやり方で操作され得る、任意の適
切な環境を含み得る。
【００２１】
　航空機１０２は、航空機動作環境１００内で任意の適切な動作又はミッションを実行す
るように構成され得る、任意の適切なタイプの航空機であり得る。例えば、非限定的に、
航空機１０２は、民間旅客機又は任意の他の適切なタイプの航空機であり得る。
【００２２】
　航空機動作環境１００は、捜索救助システム１０４を含み得る。捜索救助システム１０
４は、航空機１０２が遭難したという表示に対応するための様々なシステム及び人員を備
え得る。例えば、非限定的に、捜索救助システム１０４は、ＣＯＳＰＡＳ‐ＳＡＲＳＡＴ
捜索救助システムを備え得る。
【００２３】
　捜索救助システム１０４は、捜索救助システム衛星１０６及び地上設備１０８を備え得
る。捜索救助システム衛星１０６は、低地球軌道にある衛星、静止軌道にある衛星、又は
それらの両方を備え得る。捜索救助システム衛星は、緊急位置発信器などの遭難無線ビー
コンからの発信を検出し、そのような発信を地上設備１０８へ中継するように構成される
。
【００２４】
　地上設備１０８は、捜索救助システム衛星１０６から中継された遭難無線ビーコンから
の発信を受信し、遭難無線ビーコンからの発信を処理し、それに応じて適切な捜索救助活
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動を行うように構成される。例えば、非限定的に、地上設備１０８は、様々な遭難状況に
対応するための様々なリソースを有する、多重応答（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅ）センターを含み得る。地上設備１０８は、受信した遭難無線ビーコンからの発信を処
理し、特定の遭難状況に対応するための１以上の適切な応答センターを特定し、それらに
通知するように構成され得る。
【００２５】
　例示的な実施形態によれば、航空機１０２は、追跡デバイス１１２を含み得る。例えば
、非限定的に、追跡デバイス１１２は、航空機１０２の外側の航空機１０２の外板に取り
付けられ得る。例示的な一実施形態によれば、追跡デバイス１１２は、航空機１０２の位
置を自動的に決定し、航空機１０２が遭難した時を決定し、航空機１０２が遭難したと決
定されたときに、航空機１０２の位置を特定する位置情報を含む警報を送信するように構
成され得る。
【００２６】
　追跡デバイス１１２は、既知のやり方で幾つかの航法システム衛星１１６から受信した
ナビゲーション信号１１４を使用して、航空機１０２の位置を特定するように構成され得
る。追跡デバイス１１２は、４以上の航法システム衛星１１６から受信したナビゲーショ
ン信号１１４を使用して、航空機１０２の位置を決定し得る。例えば、非限定的に、航法
システム衛星１１６は、全地球測位システム、すなわちＧＰＳ、全地球測位航法衛星シス
テム、すなわちＧＬＯＮＡＳＳ、他の適切な衛星航法システム、又は追跡デバイス１１２
によって使用され航空機１０２の位置を決定し得る衛星航法システムの様々な組み合わせ
などの、衛星航法システム１１７内の衛星を含み得る。
【００２７】
　例示的な一実施形態によれば、航空機に搭載された追跡デバイス１１２は、従来の緊急
位置発信器又は他の従来の遭難無線ビーコンではない。例示的な一実施形態によれば、追
跡デバイス１１２は、通信衛星１２０を経由して航空機追跡システム１１８へ位置情報を
含む警報を送信するように構成される。
【００２８】
　例えば、非限定的に、航空機追跡システム１１８は、全地球航空機追跡システムであり
得る。航空機追跡システム１１８は、任意の適切な団体（ｅｎｔｉｔｙ）によって操作さ
れ得る。例えば、非限定的に、航空機１０２が民間旅客機であるときに、航空機追跡シス
テム１１８は、航空会社によって操作され得る。代替的に、航空機追跡システム１１８は
、幾つかの航空会社又は航空機１０２の他のオペレータのための第三者機関によって操作
され得る。
【００２９】
　通信衛星１２０は、航空機１０２に搭載された追跡デバイス１１２と航空機追跡システ
ム１１８との間の通信リンクを確立するための任意の適切な１以上の通信衛星を備え得る
。追跡デバイス１１２は、通信衛星１２０を使用して確立された通信リンクを介して、追
跡デバイス１１２から航空機追跡システム１１８へ、航空機１０２の位置を特定する位置
情報を含む警報を送信するように構成され得る。例えば、非限定的に、通信衛星１２０は
、低地球軌道にある通信衛星であり得る。低地球軌道にある衛星は、およそ１６０キロメ
ートルから２０００キロメートルまでの間の高度を有する地球周りの軌道にある。例えば
、非限定的に、通信衛星１２０は、イリジウムコミュニケーションズ社によって運営され
ているイリジウム衛星コンステレーション内のイリジウム通信衛星であり得る。
【００３０】
　捜索救助システム１０４は、航空機１０２に搭載された追跡デバイス１１２から送信さ
れた警報を受信するように構成されていないだろう。しかし、例示的な一実施形態によれ
ば、航空機追跡システム１１８は、航空機１０２に搭載された追跡デバイス１１２からの
警報メッセージを受信するための適切な設備を含み、警報を評価し、捜索救助システム１
０４によって受信及び処理されるべき適切な形式で生成されている警報を送信し得る。例
えば、非限定的に、航空機追跡システム１１８は、航空機１０２に搭載された追跡デバイ
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ス１１２から受信した警報を評価し、航空機１０２が遭難していることを警報が示してい
るか否かを決定するように構成され得る。
【００３１】
　捜索救助システム１０４による適切な活動は、航空機１０２が遭難しているときに望ま
しく又は必要とされ得る。捜索救助システム１０４からの活動が望ましく又は必要とされ
るならば、航空機追跡システム１１８は、エミュレートされた遭難無線ビーコン信号１２
２を生成し得る。エミュレートされた遭難無線ビーコン信号１２２は、航空機１０２に搭
載された追跡デバイス１１２から受信した警報内に提供された、航空機１０２を特定する
識別情報及び航空機１０２の位置を特定する位置情報を含み得る。エミュレートされた遭
難無線ビーコン信号１２２は、遭難無線ビーコンによって生成される信号の標準的な形式
で生成され得る。例えば、非限定的に、エミュレートされた遭難無線ビーコン信号１２２
は、航空機に搭載された緊急位置発信器からの発信の標準的な形式で生成され得る。航空
機追跡システム１１８は、捜索救助システム１０４によって受信及び処理されるように構
成された、エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信として、エミュレートされた
遭難無線ビーコン信号１２２を送信し得る。エミュレートされた遭難無線ビーコン信号１
２２は、航空機に搭載された遭難無線ビーコンからの発信をエミュレートするように構成
された、任意の適切な送信機１２４を使用して、航空機１０２以外の場所から送信され得
る。例えば、非限定的に、送信機１２４は地上に配置され得る。
【００３２】
　エミュレートされた遭難無線ビーコン信号１２２は、捜索救助システム衛星１０６によ
って受信され、通常のやり方で捜索救助システム１０４のための設備１０８へ中継される
。したがって、捜索救助システム１０４は、捜索救助システム１０４に対する大幅な変更
なしに、航空機１０２に搭載された追跡デバイス１１２によって生成された警報を通知さ
れ、それに対応し得る。
【００３３】
　図２を参照すると、例示的な一実施形態による、航空機動作環境のブロック図が描かれ
ている。航空機動作環境２００は、図１の航空機動作環境１００の例示的な一実施態様で
あり得る。航空機動作環境２００は、航空機２０２、航空機追跡システム２０４、及び捜
索救助システム２０６を備え得る。
【００３４】
　航空機２０２は、航空機動作環境２００内で任意の適切な動作又はミッションを実行す
るように構成され得る、任意の適切なタイプの航空機であり得る。例えば、非限定的に、
航空機２０２は、民間旅客機、貨物航空機、軍用航空機、又は任意の適切な他のタイプの
航空機であり得る。航空機２０２は、固定翼航空機、回転翼航空機、又は軽航空機であっ
てもよい。航空機２０２は、有人の航空機又は無人の航空機であり得る。
【００３５】
　航空機動作環境２００にある航空機２０２を操作する前に、航空機２００の登録情報２
０７が捜索救助システムに提供され得る。登録情報２０７は、航空機に搭載された実際の
緊急位置発信器からの発信に対応する、捜索救助システム２０６によって必要とされ得る
同じタイプの情報を含み得る。例えば、非限定的に、登録情報２０７は、受信した遭難無
線ビーコン信号内の航空機識別情報を航空機のオペレータに関連付ける情報、適切な問い
合わせ先情報、緊急事態において問い合わせされるべき適切な規制当局、又は他の適切な
情報を含み得る。遭難信号受信の時における航空機の位置は、どの航空管制ユニット（Ａ
ｉｒ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｕｎｉｔ）に問い合わせがされるべきか
も決定し得る。
【００３６】
　例えば、非限定的に、登録情報２０７は、航空機２０２からの見掛けの遭難無線ビーコ
ンからの発信が、航空機２０２に搭載された遭難無線ビーコンからではないが、航空機追
跡システム２０４からのものであることを、捜索救助システム２０６に通知し得る。登録
情報は、捜索救助システム２０６に提供され、それによって、捜索救助システム２０６は
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、航空機２０２からの見掛けの遭難無線ビーコンからの発信が、捜索救助システム２０６
によって受信されたときに、適切に対応することができる。
【００３７】
　航空機２０２は、追跡デバイス２０８を含む。追跡デバイス２０８は、通信衛星２１２
を経由して、航空機追跡システム２０４へ警報２１０を送信するように構成され得る。通
信衛星２１２は、低地球軌道２１４にある通信衛星であり得る。例えば、非限定的に、通
信衛星２１２は、イリジウム通信衛星２１６であり得る。
【００３８】
　警報２１０は、航空機２０２が遭難したことを示し、航空機２０２の位置を特定する位
置情報を含み得る。航空機追跡システム２０４は、警報２１０を評価し、エミュレートさ
れた遭難無線ビーコンからの発信２１８を送信し得る。エミュレートされた無線ビーコン
からの発信２１８は、航空機２０２を特定する識別情報及び航空機２０２の位置を特定す
る位置情報を含み、捜索救助システム２０６によって受信及び処理され得る、遭難無線ビ
ーコンからの発信の形式で生成され得る。
【００３９】
　例えば、非限定的に、捜索救助システム２０６は、ＣＯＳＰＡＳ‐ＳＡＲＳＡＴ２１９
捜索救助システム、又は航空機に搭載された遭難無線ビーコン２２２からの標準的な遭難
無線ビーコンからの発信２２０を受信及び処理して、捜索救助活動を実行するように構成
され得る、別の適切な捜索救助システムを備え得る。遭難無線ビーコン２２２からの標準
的な遭難無線ビーコンからの発信２２０内の信号は、遭難無線ビーコン２２２によって生
成される信号の標準的な形式２２４で生成され得る。
【００４０】
　捜索救助システム２０６は、エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信２１８を
受信し、航空機２０２の登録情報２０７と共に、エミュレートされた遭難無線ビーコンか
らの発信２１８内に提供された情報を使用して、適切な捜索救助活動を行い得る。例示的
な一実施形態によれば、エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信２１８は、航空
機に搭載された遭難無線ビーコン２２２からの標準的な遭難無線ビーコンからの発信２２
０の標準的な形式２２４で生成され得る。したがって、捜索救助システム２０６は、エミ
ュレートされた遭難無線ビーコンからの発信２１８を受信及び処理して、航空機に搭載さ
れた遭難無線ビーコン２２２からの標準的な遭難無線ビーコンからの発信２２０が、捜索
救助システム２０６によって受信及び処理されるのと同じ又は類似のやり方で、適切な捜
索救助活動を行い得る。
【００４１】
　図３を参照すると、例示的な一実施形態による、航空機追跡システムのブロック図が描
かれている。航空機追跡システム３００は、図１の航空機追跡システム１１８及び図２の
航空機追跡システム２０４の例示的な一実施態様であり得る。
【００４２】
　航空機追跡システム３００は、受信機３０２、評価器３０４、及び遭難無線ビーコンエ
ミュレータ３０６を含み得る。
【００４３】
　受信機３０２は、通信衛星を経由して航空機から警報３０８を受信するための衛星通信
受信機を含む、任意の適切な通信システムを含み得る。警報３０８は、識別情報３１０、
位置情報３１２、遭難情報３１４、及び他の情報３１８を含み得る。遭難情報３１４は、
警報３０８が遭難警報３１６であることを示し得る。代替的に、他の情報３１８は、警報
３０８が遭難警報３１６以外の他の警報３２０であることを示し得る。
【００４４】
　評価器３０４は、警報３０８が遭難警報３１６であるか又は他の警報３２０であるかを
評価するように構成され得る。評価器３０４によって実行される評価は、コンピュータシ
ステムによって、又は作業人員と組み合わされたコンピュータシステムによって、自動的
に実行され得る。
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【００４５】
　例えば、非限定的に、遭難無線ビーコンエミュレータ３０６は、緊急位置発信器エミュ
レータ３２２であり得る。遭難無線ビーコンエミュレータ３０６は、フォーマッタ３２４
及び送信機３２６を備え得る。評価器３０４によって遭難警報３１６であることが決定さ
れた警報３０８に応じて、フォーマッタ３２４は、エミュレートされた遭難無線ビーコン
信号３２８を生成し得る。フォーマッタ３２４は、遭難無線ビーコンによって生成された
信号の標準的な形式で、エミュレートされた遭難無線ビーコン信号３２８を生成するよう
に構成され得る。例えば、非限定的に、エミュレートされた遭難無線ビーコン信号３２８
は、緊急位置発信器によって生成される信号の標準的な形式で生成されている、エミュレ
ートされた緊急位置発信器信号３３０であり得る。エミュレートされた遭難無線ビーコン
信号３２８は、そこから警報３０８が受信されたところの航空機を特定する識別情報３３
２、警報３０８内で特定された航空機の位置を特定する位置情報３３４、及び他の情報３
３６を含み得る。
【００４６】
　送信機３２６は、エミュレートされた遭難無線ビーコン信号３２８を、エミュレートさ
れた遭難無線ビーコンからの発信３３８として送信するように構成され得る。例えば、非
限定的に、送信機３２６は、エミュレートされた緊急位置発信器信号３３０を、エミュレ
ートされた緊急位置発信器からの発信３４０として送信するように構成され得る。例えば
、非限定的に、エミュレートされた緊急位置発信器からの発信３４０は、信号変調、発信
形式、繰り返し率、電力、他の特性、又は標準的な緊急位置発信器からの発信の特性の様
々な組み合わせのための、緊急位置発信器標準に従って、フォーマッタ３２４によって符
号化され、送信機３２６によって送信され得る。例えば、非限定的に、送信機３２６は、
およそ４０６ＭＨｚ又は任意の他の適切な周波数において、エミュレートされた緊急位置
発信器からの発信３４０を送信して、標準的な緊急位置発信器からの発信をエミュレート
し得る。
【００４７】
　図４を参照すると、例示的な一実施形態による、捜索救助システムのブロック図が描か
れている。捜索救助システム４００は、図１の捜索救助システム１０４及び図２の捜索救
助システム２０６の例示的な一実施態様であり得る。例えば、非限定的に、捜索救助シス
テム４００は、捜索救助システム衛星４０２、地上基地局４０４、ミッション管制センタ
ー４０６、及び応答センター４０８を備え得る。
【００４８】
　捜索救助システム衛星４０２は、見掛けの遭難無線ビーコンからの発信４１０を検出し
、見掛けの遭難無線ビーコンからの発信４１０を地上基地局４０４へ中継するように構成
され得る。地上基地局４０４は、捜索救助システム衛星４０２からの見掛けの遭難無線ビ
ーコンからの発信４１０を受信及び処理するように構成される。地上基地局４０４は、受
信した見掛けの遭難無線ビーコンからの発信４１０から、識別情報４１２、位置情報４１
４、及び他の情報４１６を読み出し、そのような情報をミッション管制センター４０６に
転送し得る。地上基地局４０４は、衛星軌道情報及び信号ドップラー測定を既知のやり方
で使用して、見掛けの遭難無線ビーコンからの発信４１０の送信の計算された位置４２０
を決定するための位置計算機４１８も含み得る。計算された位置４２０は、ミッション管
制センター４０６にも提供され得る。
【００４９】
　ミッション管制センター４０６は、地上基地局４０４から情報を受信し、他のミッショ
ン管制センター４２２と情報を交換し得る。ミッション管制センター４０６は、登録デー
タベース４２６内の登録情報４２４を使用して、見掛けの遭難無線ビーコンからの発信４
１０がエミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信であるか否かを決定し、且つ、通
知すべき適切な応答センター４０８を決定し得る。例えば、非限定的に、登録情報４２４
は、識別情報４２８、送信機情報４３０、及び他の情報４３２を含み得る。
【００５０】
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　登録情報４２４内の送信機情報４３０は、識別情報４２８によって特定された航空機か
らの見掛けの遭難無線ビーコンからの発信４１０が、エミュレートされた遭難無線ビーコ
ンからの発信であることを示し得る。送信機情報４３０は、エミュレートされた遭難無線
ビーコンからの発信の送信元の送信機位置４３４も特定し得る。ミッション管制センター
４０６は、送信のための計算された位置４２０を、登録情報４２４内で特定された送信機
位置４３４と比較することによって、受信したエミュレートされた遭難無線ビーコンから
の発信を検証するための検証器４３６を備え得る。
【００５１】
　応答センター４０８は、捜索救助活動を実行するためのリソース４３８を含み得る。応
答センター４０８は、受信したエミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信に応じて
、ミッション管制センター４０６によって提供された情報を使用して、適切なやり方でリ
ソース４３８を使用し、捜索救助活動を実行し得る。
【００５２】
　図２～図４は、種々の例示的な実施形態が実装され得るやり方に対する物理的又は構造
的な制限を示唆することを意図していない。図示された構成要素に加えて、それに代えて
、又はそれに加えて且つ代えて、他の構成要素を使用してもよい。ある構成要素は、ある
例示的な実施形態では、不要であり得る。更に、これらのブロックは、幾つかの機能的な
構成要素を示すために提示されている。種々の例示的な実施形態において実装されるとき
に、これらのブロックのうちの１以上を、異なるブロックと統合し、異なるブロックに分
割し、或いは、異なるブロックに統合且つ分割してもよい。
【００５３】
　図５を参照すると、例示的な一実施形態による、追跡デバイスのブロック図が描かれて
いる。追跡デバイス５００は、図１の航空機１０２に搭載された追跡デバイス１１２又は
図２の航空機２０２に搭載された追跡デバイス２０８の、例示的な一実施態様であり得る
。例えば、非限定的に、追跡デバイス５００は、航空機５０１の外側５０２において航空
機５０１に取り付けられ得る。
【００５４】
　追跡デバイス５００は、ハウジング５０４内に含まれた様々な電子機器を備える。ハウ
ジング５０４は、任意の適切な材料から任意の適切なやり方で作られ、それによって、ハ
ウジング５０４の内側に含まれた電子機器が保護され、追跡デバイス５００が航空機５０
１の外側５０２において航空機５０１に取り付けられたときに、追跡デバイス５００の適
正な動作を維持し得る。例えば、非限定的に、電子機器は、ハウジング５０４の内装５０
８内に密閉して密封され（５０６）得る。電子機器は、任意の適切な材料及び構造を使用
して、ハウジング５０４の内装５０８内に密閉して密封され、追跡デバイス５００が航空
機５０１の外側５０２において航空機５０１に取り付けられたときに、ハウジング５０４
の内装５０８と航空機５０１の外側５０２との間に気密な密封を提供し得る。追跡デバイ
ス５００のための電子機器は、衛星航法システム受信機５１０、幾つかのアンテナ５１２
、衛星通信送受信機５１４、遭難識別器５１６、及びプロセッサ５１８を含み得る。
【００５５】
　衛星航法システム受信機５１０は、幾つかのアンテナ５１２を介して、衛星航法システ
ム内の衛星からナビゲーション信号（ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）を受信する
ように構成され得る。例えば、非限定的に、衛星航法システム受信機５１０は、幾つかの
アンテナ５１２のうちの衛星航法システム受信機アンテナ５１９を使用して、ナビゲーシ
ョン信号を受信するように構成され得る。例えば、非限定的に、衛星航法システム受信機
５１０は、全地球測位システム（ＧＰＳ）、全地球測位航法衛星システム（ＧＬＯＮＡＳ
Ｓ）、別の適切な衛星航法システムなどの、全地球測位航法衛星システム内の衛星から、
又は衛星航法システムの様々な組み合わせから、ナビゲーション信号を受信するように構
成され得る。例示的な一実施形態によれば、衛星航法システム受信機５１０によって受信
されたナビゲーション信号は、航空機５０１の位置を決定するために使用され得る。
【００５６】
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　衛星通信送受信機５１４は、衛星通信システムを経由して、情報を送受信するように構
成され得る。例えば、非限定的に、衛星通信送受信機５１４は、イリジウムネットワーク
内の衛星、他の適切な通信衛星、又は衛星通信システムの様々な組み合わせからの様々な
通信衛星などの、低地球軌道にある通信衛星を経由して、情報を送受信するように構成さ
れ得る。
【００５７】
　例示的な一実施形態によれば、衛星通信送受信機５１４は、衛星を経由して受信局（ｒ
ｅｃｅｉｖｉｎｇ　ｓｔａｔｉｏｎ）へ位置情報５２０を送信するために使用され得る。
位置情報５２０は、衛星航法システム受信機５１０によって受信されたナビゲーション信
号を使用して決定された位置を特定する情報を含み得る。異なる実施形態では、位置情報
５２０が、タイムスタンプなどの更なる情報、及び他の航空機航法データ又は航空機状態
データによって増補され得る。
【００５８】
　衛星通信送受信機５１４は、識別情報５２２、警報５２４、他の情報５２５、又は適切
な情報の様々な組み合わせを、衛星を経由して受信局に送信するためにも使用され得る。
識別情報５２２は、航空機５０１を特定する情報を含み得る。警報５２４は、航空機５０
１が遭難したことを示す情報を含み得る。
【００５９】
　衛星通信送受信機５１４は、衛星を経由して指示命令５２６を受信するようにも構成さ
れ得る。例えば、非限定的に、指示命令５２６は、追跡デバイス５００のための電子機器
の動作を制御するための指示命令を含み得る。
【００６０】
　衛星通信送受信機５１４は、幾つかのアンテナ５１２のうちの衛星通信アンテナ５３０
を使用して、通信衛星からの通信を送受信し得る。代替的に、衛星通信送受信機５１４及
び衛星航法システム受信機５１０が、幾つかのアンテナ５１２のうちの共有されたアンテ
ナ５３２を共同使用し得る。この場合に、ダイプレクサ５３４又は別の適切なデバイスが
、共有されたアンテナ５３２からの適切な信号を分割し、衛星航法システム受信機５１０
と衛星通信送受信機５１４へ向かわせるために、且つ、衛星通信送受信機５１４からの任
意の信号を、共有されたアンテナ５３２へ向かわせるために使用され得る。
【００６１】
　遭難識別器５１６は、航空機５０１が遭難した時を特定するように構成され得る。遭難
識別器５１６によって実行される機能は、ハードウェア内で、又はハードウェアで実行さ
れるソフトウェア内で実施され得る。例えば、非限定的に、遭難識別器５１６によって実
行される機能は、全体的に又は部分的に、プロセッサ５１８で実行されるソフトウェア内
で実施され得る。代替的に、遭難識別器５１６によって実行される機能は、プロセッサ５
１８から完全に分離して実施され得る。
【００６２】
　遭難は、任意の望ましくない航空機５０１の状態を含み得る。遭難識別器５１６は、航
空機５０１が遭難した時を、任意の適切なやり方で自動的に特定するように構成され得る
。例えば、非限定的に、遭難識別器５１６は、航空機５０１の内側５４０の電源５３８か
らの電力線５３６に提供される、追跡デバイス５００のための電子機器の動作のための電
力が遮断された時に、航空機５０１が遭難したと決定し得る。
【００６３】
　別のある実施形態では、航空機５０１が遭難したという表示のリスト若しくはマトリク
ス、又は遭難した航空機５０１に関連付けられたファクターが、記憶装置５４１内に記憶
され、遭難識別器５１６によって使用されて、航空機５０１が遭難したことを自動的に決
定し得る。航空機５０１が遭難したという表示の例は、航空機を危険な状態に置き得る、
異常な位置の変更、飛行計画からの異常な逸脱、及び航空機５０１の構成に対して指示命
令された異常な変更を含み得る。
【００６４】
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　代替的に又は更に、遭難識別器５１６は、作業人員による手動のアクチュエータ５４２
の操作に応じて、航空機５０１が遭難した時を特定するように構成され得る。手動のアク
チュエータ５２４は、航空機５０１の内側５４０の作業人員によって手動で操作され得る
、任意の適切な駆動デバイス又は信号デバイスを備え得る。例えば、非限定的に、遭難識
別器５１６は、航空機５０１の内側５４０の作業人員によるスイッチ又は他の適切な手動
のアクチュエータ５４２の手動の起動に応じて、航空機５０１が遭難したことを決定し得
る。この場合に、任意の適切なやり方で有線又は無線の何れかによって、スイッチ又は他
の適切な手動のアクチュエータ５４２のうちの１つが接続されて、遭難識別器５１６に対
して遭難を示す適切な信号を提供し得る。
【００６５】
　好ましくは、航空機５０１の内側５４０の作業人員に対して、遭難識別器５１６によっ
て提供又は決定される遭難の任意のそのような表示を禁止又は無効にする、インターフェ
ース又は他の機能が提供されない。このやり方での航空機５０１の内側５４０から追跡デ
バイス５００の動作を制御するためのインターフェースを制限することは、追跡デバイス
５００の望ましい動作との偶発的又は意図的な干渉を低減させ又は消去し得る。
【００６６】
　遭難識別器５１６は、遭難識別器５１６による遭難の自動又は手動の特定に応じて、プ
ロセッサ５１８に適切な表示を提供し得る。航空機５０１が遭難したという表示は、任意
の適切なやり方及び形式で、遭難識別器５１６からプロセッサ５１８へ提供され得る。
【００６７】
　プロセッサ５１８は、衛星航法システム受信機５１０及び衛星通信送受信機５１４を含
む、追跡デバイス５００の動作を制御するように構成され得る。例えば、プロセッサ５１
８は、衛星航法システム受信機５１０を使用して、航空機５０１の位置を決定し、衛星航
法システム受信機５１０を使用して特定された航空機５０１の位置を特定する位置情報５
２０を生成するように構成され得る。プロセッサ５１８は、衛星通信送受信機５１４を使
用して、衛星を経由して受信局へ位置情報５２０を送信するように構成され得る。プロセ
ッサ５１８は、航空機５０１の飛行中に、速度５４４で自動的に位置情報５２０を生成及
び送信するように構成され得る。
【００６８】
　速度５４４は、固定間隔（ｆｉｘｅｄ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）によって規定され得る。代
替的に、プロセッサ５１８は、様々な状態に基づいて、位置情報５２０を生成及び送信す
るための速度５４４を変更するように構成され得る。例えば、プロセッサ５１８は、航空
機５０１の地理的な位置に基づいて、位置情報５２０を生成及び送信するための速度５４
４を変更するように構成され得る。例えば、非限定的に、プロセッサ５１８は、航空機５
０１が海洋又は別の遠隔位置の上空を飛行しているときに、より頻繁に位置情報５２０に
対する更新を送信するように構成され得る。プロセッサ５１８は、航空機５０１が、航空
交通管制レーダーシステムの近くで又は別の遠隔ではない場所で飛行しているときに、よ
り頻繁ではなく位置情報の更新を送信するように構成され得る。プロセッサ５１８は、航
空機５０１が遭難したと決定されたときに、より頻繁に位置情報５２０を生成及び送信す
るようにも構成され得る。
【００６９】
　プロセッサ５１８は、航空機５０１が遭難したと決定されたときに、警報５２４を生成
及び送信するようにも構成され得る。例えば、警報５２４は、衛星通信送受信機５１４を
使用して送信される位置情報５２０と共に又はそれに加えて、プロセッサ５１８によって
生成されて、衛星を経由して受信局へ送信され得る。例えば、非限定的に、警報５２４は
、遭難が始まったときに、航空機５０１の位置を特定する位置情報５２０を含み、又はそ
れと関連付けられ得る。例えば、非限定的に、警報５２４は、遭難の表示をトリガした状
態若しくはイベントなどの、遭難の様々な特性を特定する情報、又は任意の他の適切な情
報若しくは遭難についての情報の様々な組み合わせを含み得る。
【００７０】
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　プロセッサ５１８は、衛星及び衛星通信送受信機５１４を介して受信した指示命令５２
６に応じて、適切な動作を行うようにも構成され得る。例えば、非限定的に、プロセッサ
５１８は、衛星通信送受信機５１４を介して受信した指示命令５２６に応じて、位置情報
５２０を生成及び送信し、位置情報５２０の生成及び送信のための速度５４４を変更し、
又は他の適切な動作若しくは様々な動作の組み合わせを行うように構成され得る。
【００７１】
　追跡デバイス５００のための電子機器は、電力供給（ｐｏｗｅｒ　ｓｕｐｐｌｙ）５４
６を含み得る。電力供給５４６は、任意の適切なやり方で実装され、電力線５３６によっ
て電力供給５４６に提供される電力から、追跡デバイス５００内の様々な電子構成要素の
動作のために適切な電力を提供し得る。例えば、非限定的に、追跡デバイス５００が航空
機５０１の外側５０２において航空機５０１に取り付けられた場合に、電力線５３６が接
続され、航空機５０１の内側５４０の電源５３８から電力供給５４６へ電力を提供し得る
。電源５３８は、追跡デバイス５００の動作のための電力の任意の適切な源（ｓｏｕｒｃ
ｅ）を備え得る。
【００７２】
　電力線５３６は、任意の適切なやり方で実装され、適切な電源５３８から追跡デバイス
５００内の電力供給５４６へ電力を提供し得る。電力線５３６の様々な望ましくない状態
は、追跡デバイス５００内の電力供給５４６又は他の電子機器における不具合をもたらし
得る。例えば、非限定的に、電力線５３６はブレーカー５４８を含み得る。ブレーカー５
４８は、任意の既知の適切なやり方で実装され、電力線５３６の望ましくない状態が、追
跡デバイス５００内の電力供給５４６又は他の電子機器に及ぶことを妨げ得る。例えば、
非限定的に、ブレーカー５４８は、既知の適切なやり方で実装され、過剰な電流、過剰な
電圧、過剰な電力、又は電力線５３６の任意の他の望ましくない状態若しくは望ましくな
い状態の組み合わせが、追跡デバイス５００のための電力供給５４６及び他の電子機器に
及ぶことを妨げ得る。
【００７３】
　追跡デバイス５００の動作のための電力は、バッテリ５４９を含み得る。バッテリ５４
９は、追跡デバイス５００の他の電子構成要素と共にハウジング５０４内に含まれ得る。
バッテリ５４９は、追跡デバイス５００内の様々な電子構成要素の動作のための適切な電
力を提供するために、任意の適切なタイプ及び数のバッテリを含み得る。追跡デバイス５
００の動作のための電力は、電力線５３６を経由して電源５３８から追跡デバイス５００
の動作のための電力を提供することに代えて又は加えて、バッテリ５４９によって提供さ
れ得る。例えば、非限定的に、追跡デバイス５００の動作のための電力が、バッテリ５４
９と電力線５３６を介した電源５３８との両方から利用可能であるときに、バッテリ５４
９は、電力線５３６の電力が遮断されたときの、追跡デバイス５００の動作のためのバッ
クアップ電力を提供するために使用され得る。例えば、非限定的に、追跡デバイス５００
が航空機５０１の外側５０２において航空機５０１に取り付けられたときに、追跡デバイ
ス５０２に電力供給するためのバッテリ５４９を提供することは、航空機５０１の内側５
４０に配置された電源５３８から電力線５３６に提供された追跡デバイス５００のための
電力を遮断することによる、航空機５０１の内側５４０からの追跡デバイス５００の動作
の偶発的又は意図的な停止を妨げ得る。
【００７４】
　追跡デバイス５００に関して図示されている種々の構成要素は、種々の実施形態が実装
され得るやり方に対して構造的な制限を設けることを意図していない。種々の例示的な実
施形態は、追跡デバイス５００に関して図示されている構成要素に対する追加的又は代替
的な構成要素を含むシステム内に実装されてもよい。図５で示されている他の構成要素は
、示される例示的な実施例と異なることがある。
【００７５】
　例えば、非限定的に、プロセッサ５１８は、航空機５０１の内側５４０の他の航空機シ
ステム５５０から、航空機５１０の位置を特定する情報を受信するようにも構成され得る
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。他の航空機システム５５０によって提供された情報は、バックアップ、較正、試験のた
め、又は衛星航法システム受信機５１０を使用して特定された航空機５０１の位置との比
較において使用され得る。
【００７６】
　追跡デバイス５００のための電子機器は、任意の適切なハードウェア、又はソフトウェ
アと組み合わされたハードウェアを使用して、任意の適切なやり方で実装され得る。例え
ば、非限定的に、プロセッサ５１８は、読み込まれ得る又はさもなければ記憶装置５４１
に記憶され得るソフトウェアのための指示命令を実行するように構成され得る。プロセッ
サ５１８は、特定の実装態様に応じて、幾つかのプロセッサ、マルチプロセッサコア、又
は何らかの他のタイプのプロセッサであってもよい。更に、プロセッサ５１８は、単一チ
ップ上でメインプロセッサが二次プロセッサと共存する幾つかの異種プロセッサシステム
を使用して実装されてもよい。別の例示的な一実施例として、プロセッサ５１８は、同じ
タイプの多数のプロセッサを含む対称型マルチプロセッサシステムであってもよい。
【００７７】
　記憶装置５４１は、メモリ、固定記憶装置、若しくは任意の他の適切な記憶デバイス、
又は記憶デバイスの様々な組み合わせを含み得る。記憶装置５４１は、例えば、非限定的
に、データ、機能的な形態のプログラムコードなどの情報、及び／又は他の適切な情報を
、一時的に及び／又は永続的に記憶することができる任意のハードウェアを備え得る。こ
れらの実施例では、記憶装置５４１が、コンピュータ可読記憶デバイスと称されることも
ある。これらの実施例では、記憶装置５４１が、例えば、ランダムアクセスメモリ、或い
は、任意の他の適切な揮発性又は不揮発性の記憶デバイスであってもよい。記憶装置５４
１は、特定の実装態様に応じて、様々な形態をとり得る。例えば、記憶装置５４１は、全
体的に又は部分的にプロセッサ５１８の部分として実装され得る。代替的に、記憶装置５
４１は、プロセッサ５１８から完全に分離して実装され得る。
【００７８】
　何れの場合でも、オペレーティングシステム、アプリケーション、及び／又はプログラ
ムのための指示命令は、記憶装置５４１内に配置され、記憶装置５４１は、任意の適切な
やり方でプロセッサ５１８と通信する。種々の実施形態のプロセスは、記憶装置５４１内
に配置され得るコンピュータ実装された指示命令を使用して、プロセッサ５１８によって
実行されてもよい。これらの指示命令は、プログラム指示命令、プログラムコード、コン
ピュータ可用プログラムコード、又はコンピュータ可読プログラムコードと称され、プロ
セッサ５１８によって読み込まれ実行され得る。種々の実施形態におけるプログラムコー
ドは、種々の物理的媒体又はコンピュータ可読記憶媒体で具現化され得る。
【００７９】
　これらの実施例では、記憶装置５４１は、プログラムコードを伝搬又は転送する媒体よ
りはむしろプログラムコードを記憶するために使用される物理的な又は有形の記憶デバイ
スであり得る。この場合には、記憶装置５４１が、コンピュータ可読有形記憶デバイス又
はコンピュータ可読物理記憶デバイスと呼ばれることもある。言い換えると、記憶装置５
４１は、人が触れることのできる媒体内で具現化される。
【００８０】
　代替的に、プログラムコードは、コンピュータ可読信号媒体を使用して、プロセッサ５
１８に転送され得る。コンピュータ可読信号媒体は、例えば、プログラムコードを含む伝
播データ信号であってもよい。例えば、コンピュータ可読信号媒体は、電磁信号、光信号
、及び／又は任意の他の適切なタイプの信号であってもよい。これらの信号は、無線通信
リンク、光ファイバケーブル、同軸ケーブル、有線などの、通信リンク、及び／又は任意
の他の適切なタイプの通信リンクを介して送信されてもよい。言い換えると、例示的な実
施例では、通信リンク及び／又は接続が、物理的なもの又は無線によるものであってもよ
い。幾つかの例示的な実施形態では、プログラムコードが、プロセッサ５１８内で使用す
るために、コンピュータ可読信号媒体を通して、別のデバイス又はデータ処理システムか
らネットワークを介して記憶装置５４１へダウンロードされ得る。
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【００８１】
　種々の実施形態は、プログラムコードを実行できる任意のハードウェアデバイス又はシ
ステムを用いて実装されてもよい。一実施例として、追跡デバイス５００のための電子機
器は、無機構成要素と統合された有機構成要素を含むことができ、及び／又は全体が人間
を除く有機構成要素から成り得る。例えば、記憶装置５４１は、有機半導体から構成され
てもよい。
【００８２】
　別の例示的な一実施例では、プロセッサ５１８が、特定の用途のために製造又は構成さ
れた回路を有するハードウェアユニットの形態をとってもよい。このタイプのハードウェ
アは、動作を実行するように構成された記憶装置５４１内に読み込まれるプログラムコー
ドを必要とせずに動作を実行し得る。
【００８３】
　例えば、プロセッサ５１８がハードウェアユニットの形態をとるときに、プロセッサ５
１８は、回路システム、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラマブル論理デバイ
ス、又は幾つかの動作を実行するように構成された何らか他の適切なタイプのハードウェ
アであってもよい。プログラマブル論理デバイスの場合、このデバイスは幾つかの動作を
実施するように構成される。該デバイスは後に再構成され得るか、又は幾つかの動作を実
行するよう恒久的に構成され得る。プログラマブル論理デバイスの例には、プログラマブ
ル論理アレイ、プログラマブルアレイ論理、フィールドプログラマブル論理アレイ、フィ
ールドプログラマブルゲートアレイ、及び他の適切なハードウェアデバイスが含まれる。
このタイプの実施態様の場合、種々の実施形態のためのプロセスがハードウェアユニット
内に実装されることから、プログラムコードは除外されてもよい。
【００８４】
　更に別の例示的な一実施例では、プロセッサ５１８が、コンピュータ及びハードウェア
ユニット内に見られるプロセッサの組み合わせを使用して実装されてもよい。プロセッサ
５１８は、プログラムコードを実行するように構成されている幾つかのハードウェアユニ
ット及び幾つかのプロセッサを有してもよい。図示された実施例の場合、幾つかのプロセ
スは、幾つかのハードウェアユニットに実装されてもよいが、その他のプロセスは幾つか
のプロセッサに実装されてもよい。
【００８５】
　図６を参照すると、例示的な一実施形態による、航空機からの警報を使用して捜索救助
活動を実行するプロセスのフローチャートが描かれている。例えば、プロセス６００は、
図１の航空機動作環境１００又は図２の航空機動作環境２００内で実施され得る。
【００８６】
　プロセス６００は、航空機を捜索救助システムに登録すること（動作６０２）から開始
し得る。例えば、非限定的に、動作６０２は、適切な登録情報を捜索救助システムに提供
し、それによって、捜索救助システムが、見掛け上航空機に搭載された緊急位置発信器か
らの発信であるものを、航空機以外の場所からのエミュレートされた緊急位置発信器から
の発信として特定し得ることを含み得る。
【００８７】
　その後、航空機に搭載された追跡デバイスは、警報を生成し、通信衛星を経由して航空
機追跡システムへ警報を送信し得る（動作６０４）。その後、航空機追跡システムは、航
空機から受信した警報に基づいて、エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信を生
成及び送信し得る。エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信は、捜索救助システ
ムによって受信され、捜索救助システムによって処理され、適切な対応を決定し得る（動
作６０８）。その後、捜索救助システムは、適切なリソースを使用して、適切な対応を実
施し得る（動作６１０）。その後、プロセスは終了する。
【００８８】
　図７を参照すると、例示的な一実施形態による、航空機からの警報を捜索救助システム
へ伝達するためのプロセスのフローチャートが描かれている。例えば、非限定的に、プロ
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セス７００は、図３の航空機追跡システム３００によって実施され得る。
【００８９】
　プロセス７００は、航空機識別情報及び位置情報を含む警報が、航空機に搭載された追
跡デバイスから受信されたか否かを決定すること（動作７０４）から開始し得る。動作７
０４は、警報が航空機から受信されるまで繰り返され得る。
【００９０】
　動作７０４において、警報が航空機から受信されたことが決定されたときに、該警報は
評価され得る（動作７０６）。受信した警報を評価することは、該警報が航空機が遭難し
たことを示す遭難警報であるか否かを決定すること（動作７０８）を含み得る。警報が遭
難警報ではないときに、適切な動作がとられ得る（動作７１０）。この場合には、動作７
１０においてとられた適切な動作が、捜索救助システムに対して警報を出すことを含まな
い。
【００９１】
　動作７０８において、受信した警報が遭難信号であると決定されたときに、識別情報及
び位置情報を含むエミュレートされた遭難無線ビーコン信号が生成され得る（動作７１２
）。その後、エミュレートされた遭難無線ビーコン信号が送信され得る（動作７１４）。
その後、プロセスは終了する。
【００９２】
　図８を参照すると、例示的な一実施形態による、航空機からの警報を使用して捜索救助
活動を実行するプロセスのフローチャートが描かれている。例えば、プロセス８００は、
図４の捜索救助システム４００によって実行され得る。
【００９３】
　プロセス８００は、捜索救助システム衛星を経由して見掛けの遭難無線ビーコンからの
発信を受信すること（動作８０２）から開始し得る。見掛けの遭難無線ビーコンからの発
信内の識別情報は、登録データベース内の航空機のための登録情報を特定するために使用
され得る（動作８０４）。その後、特定された登録情報は、見掛けの遭難無線ビーコンか
らの発信が、エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信であるか否かを決定するた
めに使用され得る（動作８０６）。動作８０６において、見掛けの遭難無線ビーコンから
の発信が、エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信であると決定されたならば、
送信機の計算された位置が、登録情報内の送信機位置を特定する情報と比較され得る（動
作８１０）。
【００９４】
　その後、エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信が、有効であるか否かが決定
され得る（動作８１０）。エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信が有効でない
と決定されたならば、エミュレートされた遭難無線ビーコンからの発信が有効ではないと
いう表示が提供され得る（動作８１２）。その後、プロセスは終了する。エミュレートさ
れた遭難無線ビーコンからの発信が有効であると決定されたならば、適切な応答センター
が特定され（動作８１４）、航空機のための位置情報が特定された適切な応答センターへ
送信され（動作８１６）、リソースが適切な応答センターによって使用され、適切な対応
を実施し得る（動作８１８）。その後、プロセスは終了する。
【００９５】
　図９を参照すると、例示的な一実施形態による、様々な機能を実施し得るデータ処理シ
ステムのブロック図が描かれている。この例示的な実施例では、データ処理システム９０
０は通信ファブリック９０２を含む。通信ファブリック９０２は、プロセッサユニット９
０４、メモリ９０６、固定記憶装置９０８、通信ユニット９１０、入出力（Ｉ／Ｏ）ユニ
ット９１２、及びディスプレイ９１４の間での通信を提供する。
【００９６】
　プロセッサユニット９０４は、メモリ９０６に読み込まれ得るソフトウェアに対する指
示命令を実行する役割を果たす。プロセッサユニット９０４は、特定の実施態様に応じて
、幾つかのプロセッサ、マルチプロセッサコア、又は他の何らかのタイプのプロセッサで
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あり得る。更に、プロセッサユニット９０４は、単一のチップ上にメインプロセッサが二
次プロセッサと共に存在する、幾つかの異種プロセッサシステムを使用して実装され得る
。別の例示的な一実施例として、プロセッサユニット９０４は、同一のタイプの多数のプ
ロセッサを包含する対称型マルチプロセッサシステムであり得る。
【００９７】
　メモリ９０６及び固定記憶装置９０８は、記憶デバイス９１６の例である。記憶デバイ
スは、例えば、限定しないが、データ、機能的な形態のプログラムコードなどの情報及び
／又は他の適切な情報を、一時的に及び／又は永続的に記憶できる任意のハードウェアで
ある。これらの実施例では、記憶デバイス９１６が、コンピュータ可読記憶デバイスと称
されることもある。メモリ９０６は、例えば、ランダムアクセスメモリ又は任意の他の適
切な揮発性又は不揮発性の記憶デバイスであり得る。固定記憶装置９０８は、特定の実施
態様に応じて様々な形態をとり得る。
【００９８】
　例えば、固定記憶装置９０８は、１以上の構成要素又はデバイスを含むことがある。例
えば、固定記憶装置９０８は、ハードドライブ、フラッシュメモリ、書換え型光ディスク
、書換え可能磁気テープ、又はそれらの何らかの組み合わせであり得る。固定記憶装置９
０８によって使用される媒体は、取り外し可能なものでもあり得る。例えば、取外し可能
なハードドライブが、固定記憶装置９０８の目的で使用され得る。
【００９９】
　これらの実施例では、通信ユニット９１０が、他のデータ処理システム又はデバイスと
通信するために設けられる。これらの実施例では、通信ユニット９１０が、ネットワーク
インターフェースカードである。通信ユニット９１０は、物理通信リンクと無線通信リン
クのうちの何れか、又は両方の使用を通じて通信を提供し得る。
【０１００】
　入／出力ユニット９１２は、データ処理システム９００に接続され得る他のデバイスと
のデータの入出力を可能にする。例えば、入／出力ユニット９１２は、キーボード、マウ
ス、及び／又は他の何らかの適切な入力デバイスを介した、ユーザ入力のための接続を提
供することができる。更に、入／出力ユニット９１２は、プリンタに出力を送信すること
ができる。ディスプレイ９１４は、ユーザに対して情報を表示するための機構を提供する
。
【０１０１】
　オペレーティングシステム、アプリケーション、及び／又はプログラムに対する指示命
令は、記憶デバイス９１６に配置され、この記憶デバイスは、通信ファブリック９０２を
介してプロセッサユニット９０４と通信を行う。これらの例示的な実施例では、指示命令
は、固定記憶装置９０８上で機能的な形態をとる。これらの指示命令は、プロセッサユニ
ット９０４による実行のために、メモリ９０６の中へ読み込まれ得る。種々の実施形態の
プロセスは、メモリ９０６などのメモリに配置され得る、コンピュータ実装された指示命
令を使用して、プロセッサユニット９０４によって実行することができる。
【０１０２】
　これらの指示命令は、プログラム指示命令、プログラムコード、コンピュータ可用プロ
グラムコード、又はコンピュータ可読プログラムコードと称され、プロセッサユニット９
０４内のプロセッサによって読み込まれ、実行され得る。種々の実施形態のプログラムコ
ードは、メモリ９０６又は固定記憶装置９０８などの、種々の物理的な記憶媒体又はコン
ピュータ可読記憶媒体９２４上で具現化され得る。
【０１０３】
　プログラムコード９１８は、選択的に着脱可能であるコンピュータ可読媒体９２０上に
機能的な形態で置かれ、プロセッサユニット９０４によって実行するためにデータ処理シ
ステム９００に読み込ませたり、転送したりしてもよい。プログラムコード９１８及びコ
ンピュータ可読媒体９２０は、これらの実施例においてコンピュータプログラム製品９２
２を形成する。一実施例では、コンピュータ可読媒体９２０が、コンピュータ可読記憶媒
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体９２４又はコンピュータ可読信号媒体９２６であり得る。
【０１０４】
　コンピュータ可読記憶媒体９２４は、例えば、固定記憶装置９０８の一部である、ハー
ドドライブのような記憶デバイス上に伝送を行うために、固定記憶装置９０８の一部であ
るドライブ又は他のデバイスに挿入されるか、又はその中に配置される、光ディスク又は
磁気ディスクを含み得る。コンピュータ可読記憶媒体９２４は、データ処理システム９０
０に接続される、ハードドライブ、サムドライブ、又はフラッシュメモリといった固定記
憶装置の形態もとり得る。ある事例では、コンピュータ可読記憶媒体９２４が、データ処
理システム９００から取り外し可能ではないことがある。
【０１０５】
　これらの実施例では、コンピュータ可読記憶媒体９２４は、プログラムコード９１８を
伝播又は転送する媒体よりは、むしろプログラムコード９１８を記憶するために使用され
る物理的な又は有形の記憶デバイスである。コンピュータ可読記憶媒体９２４は、コンピ
ュータ可読有形記憶デバイス又はコンピュータ可読物理記憶デバイスとも称される。言い
換えると、コンピュータ可読記憶媒体９２４は、人が触れることのできる媒体である。
【０１０６】
　代替的に、プログラムコード９１８は、コンピュータ可読信号媒体９２６を使用してデ
ータ処理システム９００に転送可能である。コンピュータ可読信号媒体９２６は、例えば
、プログラムコード９１８を包含する被伝播データ信号であり得る。例えば、コンピュー
タ可読信号媒体９２６は、電磁信号、光信号、及び／又は他の任意の適切なタイプの信号
であり得る。これらの信号は、無線通信リンク、光ファイバケーブル、同軸ケーブル、有
線などの、通信リンク、及び／又は任意の他の適切なタイプの通信リンクを介して送信さ
れてもよい。言い換えると、例示的な実施形態では、通信リンク及び／又は接続が、物理
的なもの又は無線によるものであってもよい。
【０１０７】
　ある例示的な実施形態では、プログラムコード９１８は、コンピュータ可読信号媒体９
２６により、ネットワークを介して別のデバイス又はデータ処理システムから固定記憶装
置９０８にダウンロードされて、データ処理システム９００内で使用され得る。例えば、
サーバデータ処理システム内のコンピュータ可読記憶媒体に記憶されたプログラムコード
は、サーバからデータ処理システム９００へと、ネットワークを介してダウンロードされ
得る。プログラムコード９１８を提供するデータ処理システムは、サーバコンピュータ、
クライアントコンピュータ、又はプログラムコード９１８を記憶及び伝送することが可能
な他の何らかのデバイスであり得る。
【０１０８】
　データ処理システム９００に関して例示されている種々の構成要素は、種々の実施形態
が実装され得るやり方に構造的な制限を設けることを意図していない。異なる例示的な実
施形態は、データ処理システム９００に関して図示されている構成要素に対する追加的又
は代替的な構成要素を含むデータ処理システム内で実施され得る。図９で示されている他
の構成要素は、図示されている実施例と異なることがある。種々の実施形態は、プログラ
ムコードを実行できる任意のハードウェアデバイス又はシステムを用いて実装されてもよ
い。一実施例として、データ処理システムは、無機構成要素と一体化した有機構成要素を
含んでもよく、且つ／或いは、人間を除く有機構成要素から全体が構成されてもよい。例
えば、記憶デバイスは、有機半導体から構成されてもよい。
【０１０９】
　別の例示的な一実施例において、プロセッサユニット９０４は、特定の使用のために製
造又は設定される、回路を有するハードウェアユニットの形態をとり得る。このタイプの
ハードウェアは、プログラムコードが、動作を実行するように構成された記憶デバイスか
らメモリの中へ読み込まれる必要性なしに、動作を実行し得る。
【０１１０】
　例えば、プロセッサユニット９０４がハードウェアユニットの形態をとるとき、プロセ
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ッサユニット９０４は、回路システム、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラマ
ブル論理デバイス、又は任意の数の操作を実行するために設定された他の好適なタイプの
ハードウェアであってもよい。プログラマブル論理デバイスの場合、このデバイスは幾つ
かの動作を実施するように構成される。該デバイスは後に再構成され得るか、又は幾つか
の動作を実行するよう恒久的に構成され得る。プログラマブル論理デバイスの例には、例
えば、プログラマブル論理アレイ、プログラマブルアレイ論理、フィールドプログラマブ
ル論理アレイ、フィールドプログラマブルゲートアレイ、及び他の適切なハードウェアデ
バイスが含まれる。この種の実行形態の場合、種々の実施形態のためのプロセスがハード
ウェアユニット内で実装されることから、プログラムコード９１８は省略され得る。
【０１１１】
　更に別の例示的な一実施例では、プロセッサユニット９０４は、コンピュータ及びハー
ドウェアユニットの中に見出されるプロセッサの組み合わせを使用して実装され得る。プ
ロセッサユニット９０４は、プログラムコード９１８を実行するように設定される、任意
の数のハードウェアユニット及び任意の数のプロセッサを有し得る。図示された実施例の
場合、幾つかのプロセスは、幾つかのハードウェアユニットに実装されてもよいが、その
他のプロセスは幾つかのプロセッサに実装されてもよい。
【０１１２】
　別の実施例では、バスシステムは、通信ファブリック９０２を実装するために使用する
ことができ、システムバス又は入出力バスといった１以上のバスを含むことができる。当
然ながらバスシステムは、バスシステムに取り付けられた種々の構成要素又はデバイスの
間でのデータ伝送を行う任意の適切な種類のアーキテクチャを使用して実装することがで
きる。
【０１１３】
　更に、通信ユニット９１０は、データの送信、データの受信、又はデータの送受信を行
う任意の数のデバイスを含み得る。通信ユニット９１０は、例えば、モデム又はネットワ
ークアダプタ、２つのネットワークアダプタ、又はこれらの何らかの組み合わせであり得
る。さらに、例えば、メモリは、メモリ９０６又はキャッシュであり、それらは、通信フ
ァブリック９０２の中に存在し得る、インターフェース及びメモリコントローラハブの中
で見つかるものなどである。
【０１１４】
　図示した種々の実施形態での流れ図及びブロック図は、例示的な一実施形態における装
置及び方法のいくつかの可能な実施態様の構造、機能、及び動作を示している。その際、
流れ図又はブロック図の各ブロックは、操作又はステップのモジュール、セグメント、機
能及び／又は部分を表わすことがある。例えば、１以上のブロックは、ハードウェア内の
プログラムコードとして、又はプログラムコードとハードウェアの組合わせとして実装可
能である。ハードウェア内に実装した場合、ハードウェアは、例えば、流れ図又はブロッ
ク図の中の１以上の動作を実行するように製造又は構成された集積回路の形態をとり得る
。
【０１１５】
　一例示的な実施形態の幾つかの代替的な実装では、ブロックに記載された１以上の機能
が、図中に記載の順序を逸脱して現れることがある。例えば、場合によっては、連続して
示されている２つのブロックがほぼ同時に実行されること、又は時には含まれる機能によ
ってはブロックが逆順に実施されることもあり得る。また、流れ図又はブロック図に描か
れているブロックに加えて他のブロックが追加されることもあり得る。
【０１１６】
　上述した種々の例示的な実施形態の説明は、例示及び説明を目的とするものであり、網
羅的な説明であること、又はこれらの実施形態を開示された形態に限定することを意図し
ていない。当業者には、多数の修正例及び変形例が明らかであろう。さらに、種々の例示
的な実施形態は、他の例示的な実施形態に照らして別の利点を提供することができる。選
択された一又は複数の実施形態は、実施形態の原理、実際の用途を最もよく説明するため
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、及び、様々な実施形態の開示内容と考慮される特定の用途に適した様々な修正との理解
を、他の当業者に対して促すために選択及び記述されている。
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